
水害・土砂災害への備えに関する
要配慮者利用施設の管理者向け説明会

（ 土 砂 災 害 編 ）

土砂災害から身を守るために
～土砂災害への備えと危険判断の方法について～
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福島県土木部砂防課

資料４ー②
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２ 土砂災害のおそれのある場所の確認
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・土砂災害警戒区域等の指定

３ 施設利用者の速やかな避難のために
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・気象情報について
・避難方法について
・土砂災害の前兆現象



対象とする 土 砂 災 害 の種類
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県内における近年の土砂災害
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県内における近年の土砂災害
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東日本大震災

県内における近年の土砂災害

①東日本大震災（H23.3.11）

②新潟・福島豪雨(H23.7.26～30)

③関東・東北豪雨(H27.9.9～11)
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土砂災害（地すべり）
①東日本大震災（H23.3.11）・・・・白河市 葉ノ木平（地すべり）

7
約7.5万m3の土砂崩落。13名が犠牲となった。

土砂災害（土石流）
②新潟・福島豪雨(H23.7)・・・・南会津町 カシノキ沢（土石流）
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土砂災害（がけ崩れ）
③関東・東北豪雨（H27.9）・・・・伊達市 中ノ内（がけ崩れ）
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要配慮者利用施設での土砂災害（土石流）
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平成10年8月27日午前5時頃
昨日夕方から降り続く集中豪雨により、西郷村にある総合

福祉施設「太陽の国」の北面裏山が９箇所にわたって崩壊。
水分を多量に含んだ土砂や樹木が土石流となって建物を

直撃し、窓を突き破って大量に流入するなどして、入所者５名
が犠牲となった。

太陽の国



要配慮者利用施設での土砂災害（土石流）
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ハード整備

現在では
砂防施設が完成

太陽の国

要配慮者利用施設での土砂災害
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・砂防施設によるハード対策のほかに、

この災害を忘れないため、太陽の国では8月27日を｢防災の日｣と定め、
毎年、防災訓練を実施するなど警戒避難体制を確立した。

・平成27年には、県による出前講座を実施。北側斜面に施工された砂防施設
工事の内容や、映像や模型を用いた防災・災害対策について受講している。

ソフト対策

太陽の国



土砂災害の犠牲者における要配慮者の割合
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自然災害による死者・行方不明者数の内訳

※ Ｓ４２年～Ｈ２３年
※ 阪神大震災・東日本大震災での死者・

行方不明者数を除く。

※ Ｈ２１年～Ｈ２５年に発生

した土砂災害の犠牲者のう
ち、高齢者、幼児等の配慮
者が占める割合

59%
41%

要配慮者（高齢者、幼児等）

その他

県内の土砂災害危険箇所数
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市町村名 土 石 流 地すべり 急傾斜地 計 市町村名 土 石 流 地すべり 急傾斜地 計
福島市 158 10 125 293 会津若松市 87 3 39 129

二本松市 151 1 241 393 会津坂下町 33 1 4 38
伊達市 343 3 169 515 湯川村 0 0 0 0
本宮市 29 0 42 71 柳津町 23 12 34 69
桑折町 17 0 10 27 会津美里町 68 4 36 108
国見町 23 1 4 28 三島町 15 5 25 45
川俣町 204 0 90 294 金山町 46 4 19 69
大玉村 20 0 7 27 昭和村 29 5 10 44
郡山市 178 0 208 386 喜多方市 110 17 84 211

須賀川市 38 3 61 102 北塩原村 22 4 9 35
田村市 404 0 279 683 西会津町 77 14 47 138
鏡石町 0 0 0 0 磐梯町 8 0 0 8
天栄村 42 1 42 85 猪苗代町 73 0 15 88
石川町 85 3 43 131 南会津町 164 5 77 246
玉川村 24 1 12 37 下郷町 51 4 35 90
平田村 79 1 57 137 檜枝岐村 4 0 9 13
浅川町 19 0 15 34 只見町 60 5 14 79
古殿町 180 1 80 261 相馬市 56 1 44 101
三春町 11 0 63 74 南相馬市 54 2 94 150
小野町 64 0 89 153 新地町 13 0 6 19
白河市 70 0 228 298 飯舘村 50 0 101 151
西郷村 25 0 27 52 広野町 14 0 20 34
泉崎村 5 0 12 17 楢葉町 17 0 19 36
中島村 0 0 4 4 富岡町 6 0 20 26
矢吹町 0 0 10 10 川内村 69 0 44 113
棚倉町 71 6 39 116 大熊町 5 0 21 26
矢祭町 124 0 64 188 双葉町 5 0 33 38
塙町 98 3 93 194 浪江町 37 2 65 104

鮫川村 49 1 126 176 葛尾村 44 1 22 67
いわき市 521 19 1,088 1,628

4,272 143 4,274 8,689

福島県内に８，６８９箇所
○要配慮者施設が、危険箇所にあるかもしれません。

現在の場所がどのような場所にあるか確認する必要があります。
○土砂災害危険箇所以外でも土砂災害が発生しており、地形

（付近に「がけ」や「小さな沢」がないか）を確認する必要があります。



土砂災害のおそれのある場所の確認
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・福島県のホームページで、施設の立地場所が
土砂災害のおそれのある場所かどうか確認する

～土砂災害のおそれのある場所～

①土砂災害危険箇所の近く

②基礎調査結果の公表区域（土砂災害防止法）

③土砂災害警戒区域等（土砂災害防止法）

上記箇所以外でも土砂災害は発生。
付近に「がけ」や「小さな沢」 がないか確認する。
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①土砂災害危険箇所(8,689箇所)
・地図上で土砂災害のおそれのあると判断された箇所
・現在、土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施中

↓ 基礎調査（現地の調査）

②基礎調査結果の公表区域
・H26年８月の広島土砂災害を踏まえ、土砂災害から

生命及び身体を保護するため、基礎調査の結果の公表が法改正により
義務づけられた。

・調査後、速やかに危険性を周知する必要があるため。

↓ 法指定（県報告示）

③土砂災害警戒区域等の指定
・土砂災害防止法により指定された区域

土砂災害のおそれのある場所の確認



①土砂災害危険箇所の確認
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①土砂災害危険箇所の確認
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①土砂災害危険箇所の確認

「危険個所情報」にレ点を入れると、土砂災害危険箇所が表示される。

ピンクは土石流、オレンジ色は急傾斜（がけ）、黄色は地すべり

要配慮者施設が危険箇所の近くに立地していないか確認。

（土砂災害危険箇所以外でも土砂災害が発生しており、
地形（付近に「がけ」や「小さな沢」 がないか）を確認する）
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①土砂災害危険箇所の確認



②基礎調査結果の公表（福島県土木部砂防課HP）
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②基礎調査結果の公表（福島県土木部砂防課HP）
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②基礎調査結果の公表（福島県各建設事務所HP）
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②基礎調査結果の公表（福島県各建設事務所HP）
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③土砂災害警戒区域等の指定（福島県土木部砂防課HP）
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③土砂災害警戒区域等の指定（福島県土木部砂防課HP）
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③土砂災害警戒区域等の指定（福島県土木部砂防課HP）
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③土砂災害警戒区域等の指定（福島県土木部砂防課HP）



29土砂災害防止法 ＝ 正式名称：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

土砂災害警戒区域等の指定

土砂災害警戒区域等の指定

【 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン)】
◆生命・身体に危害が生じるおそれがある区域

【 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)】
◆建築物に損壊 ・ 住民に著しい危害が生じるおそれがある区域

●特定開発行為の制限
●建築物の構造規制
●移転勧告

市町村地域防災計画に定める事項
●警戒避難体制の整備
●要配慮者利用施設に対する避難体制
●土砂災害ハザードマップによる周知の徹底 等
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土砂災害警戒区域等の指定

【 土砂災害警戒区域 】
◆生命・身体に危害が生じるおそれがある区域

・市町村地域防災計画で、土砂災害警戒区域ごとに、警戒避難体制に
関する事項を定めること （第八条一項）

・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対し、土砂災害に関する
情報等の伝達方法を定め、円滑な警戒避難を実施する （第八条二項）

・土砂災害に関する情報伝達等の事項を記載した印刷物※ を配布し、そ
の他必要な 措置を講じること （第八条三項）

※印刷物（土砂災害ハザードマップ等）

市町村長の義務
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施設利用者の速やかな避難のために

32

○天気予報全般（今後の雨量、台風進路、土砂災害警戒情報等）
➔気象庁福島地方気象台ホームページ、テレビ、ラジオ

・情報の収集

気象庁ＨＰ
>防災情報 > 土砂災害警戒判定メッシュ情報

要配慮者の避難開始

要配慮者利用施設のある市町村に
大雨警報（土砂災害）が発表され

気象庁の土砂災害判定メッシュ情報で、
要配慮者利用施設のある場所が

「■実況または予想で大雨警報の
土壌雨量指数基準に到達」
となっている場合には、避難開始となる。



施設利用者の速やかな避難のために

33

◆気象情報について
１ 大雨注意報

・脆弱な箇所では土砂災害のおそれあり。
土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所等には近づかない。

２ 大雨警報（土砂災害）
・大雨警報には２種類。［（浸水害）と（土砂災害）］
・大雨警報（土砂災害）の発表された場合、

・土砂災害の予測の困難さから、一般の人もこの段階から
自発的に避難を開始することが強く望まれる。

３ 土砂災害警戒情報
・人命や身体に危害を生じる土砂災害がいつ発生しても

おかしくない非常に危険な状況。土砂災害警戒区域・土砂
災害危険箇所等の住民は､速やかに避難開始。

避難に時間の要する要配慮者は避難開始。

施設利用者の速やかな避難のために
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◆避難場所、避難経路、避難方法を確認する。
・要配慮者利用施設の周辺状況、避難場所、避難経路の

安全性の確認、避難開始時期等、避難方法を確認しておく。

◆福島県河川流域総合情報システムのメールサービスに登録する。
・県内の各市町村毎に以下の情報をメール配信します。

◦雨量情報 ◦水位情報
◦気象警報 ◦土砂災害警戒情報
◦洪水予報情報 ◦水防警報（河川）情報
◦水防警報（海岸）情報 ◦避難判断水位情報

平時から

このＱＲコードからも登録できます
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だが
◆時機を失って立ち退き避難が出来なくなった場合

・現況で土砂災害警戒情報基準超過
→すでに近隣で土砂災害が発生しているおそれあり

・豪雨・浸水で移動が困難

●「小規模ながけ崩れ」が想定される区域であれば、遠く
の避難場所までの移動がかえって命に危険を及ぼしか
ねない と判断されるような状況では、「屋内での安全確
保措置」 をとることが有効な場合もある。

➔上層階で、山からできるだけ離れた部屋へ避難

重要
土砂災害の避難方法は、立ち退き避難が原則

36

【土石流が想定される区域】

通常の木造家屋では自宅の2階以上に移動しても、
土石流によって家屋が全壊するおそれ。

→本来は「屋内での安全確保措置」をとるべきではない。

【それでも避難が出来ない場合】
・近隣の堅固な建物（RC造）のできるかぎり上層階の部屋へ避難する。
・施設自体が堅固なかつ複数階建てであれば、垂直避難も有効。

このような事態に至らないよう、早い段階において
指定緊急避難場所への避難を終えておくことが重要である。

重要
土砂災害の避難方法は、立ち退き避難が原則



雨が降り続いているの
に、川の水が減る。

（上流で、崩れた土砂が
水をせき止めている。）
※危険なので降雨時に川を

見に行くことは避けてくださ
い。

土砂災害の前兆現象（土石流）

山鳴りがする。
地震のように震える。
異常な臭い。

川の水が濁り、水と一緒に
倒木（なま木）が流れてくる。

前兆現象を見つけたらすぐ避難。

37

土石流の前兆現象

山腹が崩れ、川（渓流、沢）をせき止め、
天然のダムができ、川の水位が下がる。

天然ダムの決壊が始まる。

天然ダムの決壊がさらに進む。 土石流の発生 38



土砂災害の前兆現象（がけ崩れ）

・がけから急に水が湧き出る。
・今までと違う場所から新しく
水が湧く。
・湧き水の量が急に増えたり、
噴き出たり、止まったりする。
・湧き水が濁る。

・がけから小石が落ちてくる。
（前触れがなく、いきなり
崩れてくることもある。）

・がけにひび割れができたり、
膨らんだりする。

・がけの上の木が、揺れたり
傾いたりする。

・地鳴りがする。

前兆現象を見つけたらすぐ避難。
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土砂災害の前兆現象（地すべり）

わき水が増える。地面にひびわれ
や段差ができる。

・風もないのに山の木が動く。
・木が裂ける音がする。
・地鳴りや山鳴りがする。

前兆現象を見つけたらすぐ避難。

池の水がにごったり、
急に増えたり減ったりする。

ほかにも

・電線が突っ張ったり緩んだりする

・建物がきしむ。建て付けが悪くなる。

・地表面に凹凸が発生する。
40
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重要以上、説明した内容と、

◆土砂災害警戒避難ガイドライン
[国土交通省砂防部] （H27.4改訂）

◆避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針
[内閣府（防災担当）] （平成25年8月）

◆避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン
[内閣府（防災担当）] （H27.8改訂）

等を参考に「避難体制の整備」をお願いします。
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ご清聴ありがとうございました。

福島県土木部砂防課


